
「一村一エネ」事業費補助金交付要綱

（通則）
第１条 「一村一エネ」事業費補助金（以下「補助金」という。）の交付については、北海道補
助金等交付規則（昭和47年北海道規則第34号。以下「規則」という。)の規定によるほか、
この要綱の定めるところによる。

（目的）
第２条 この補助金は、市町村と企業やＮＰＯ等地域の多様な主体が、協働・連携して行う地域
の特色を生かした省エネルギー・新エネルギーを推進する取組で、経済性及び地域経済活性化
等について定量的・具体的な効果が見込まれる事業（以下「「一村一エネ」事業」という。）
を支援することにより、環境と持続的発展が両立する社会の実現に資することを目的とする。

（補助対象者）
第３条 法人、任意団体及びその他知事が適当と認めた者と市町村で構成された共同体（複数の
市町村のみで構成されたものを除く。以下「コンソーシアム」という。）とする。
２ コンソーシアムを構成するに当たっては、別に規定するところにより「コンソーシアム協
定書」を締結しなければならない。

（補助対象事業）
第４条 補助対象者が、原則として新たに取り組む「一村一エネ」事業で、地域経済の活性化と
して、いずれかの目的に寄与する事業とする。
(１) 環境エネルギー産業の育成
(２) 商店街の活性化
(３) 農商工連携の強化
(４) 観光振興、交流推進
(５) ものづくり、食産業の振興
(６) 建設業の新分野進出
(７) コミュニティビジネスの創出
(８) 産業立地の促進
(９) その他産業・雇用の維持・創出につながる地域経済の課題解決

２ 上記に定めるほか、次に該当する事業は補助対象としない。
(１) 「一村一エネ」事業との関連性が低い事業
(２) 国がその経費の一部を負担し、又は補助する事業（所管省庁の了解を得ている場合を

除く。）
(３) 道の他の補助金等の交付を受けた事業
(４) 国又は道の出資する団体からの助成金等の交付を受けた事業
(５) 専ら民間団体等の維持運営のため助成を行う事業
(６) 市役所、区役所及び町村役場に係る経費（需用費を含む）及びこれらに従事する者へ

の助成
(７) 営利を目的とする事業
(８) 損失補填的な事業
(９) 生活の維持に係る経費に対する個人への助成や個人の負担軽減を目的とする事業
(10) 奢侈的営業、風俗営業及び投機的事業
(11) 効果が短期間にとどまる事業
(12) その他総合振興局長又は振興局長（以下「総合振興局長等」という。）が不適当と認

める事業

（補助対象経費）
第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象事業の
実施に要する次の経費とする。

補助対象 工事請負費、報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、備品購入費、通信運搬費、
経 費 使用料及び賃借料、原材料費、賃金、その他総合振興局長等が特に必要と認め

た経費



（「一村一エネ」事業計画の提出）
第６条 補助金の交付を受けようとするコンソーシアムは、知事が指定する期日までに、「一村
一エネ」事業の内容や事業の実施による省エネルギー量及び新エネルギー導入量を記載した
「一村一エネ」事業計画（以下「事業計画」という。）を提案し、知事の認定を受けるものと
する。
なお、事業計画の提案は、「一村一エネ」事業計画書（別記第１号様式）により行うものと

し、総合振興局長等経由により知事に提出することとする。
２ この事業の広範な活用を図るため、一の市町村は、一の事業計画にのみ構成員となること
ができる。

（補助金の交付基準等）
第７条 補助金の交付基準及び単価、上限額並びに補助率は次の表のとおりとする。

交 付 基 準 交付単価 上 限 額 補助率

事業計画書記載の省エネルギー量及 ３５万円 ２，０００万円
び新エネルギー導入量を原油換算し、 (新エネルギー導入の取組) １０分の
それぞれに応じた交付単価を乗じた額 １０以内
と補助対象経費の合計額のいずれか低 ２０万円 １，０００万円
い額 （省エネルギーの取組）

２ 事業については、特に広域的、先導的、横断的な取組とし、次の戦略テーマによるものと
する。
(１) 首都圏の事業者との連携による国内全体の低炭素化への貢献
(２) 地元の産業部門の低炭素化を支える地域ぐるみのＣＯ２排出抑制・相殺等
(３) バイオマスや雪氷冷熱等の利用による産業活性化機会の創出や地域の社会・環境コス

トの削減等
(４) エネルギーをテーマとした体験情報発信拠点の整備
(５) 電気・ガス・石油・新エネ等、エネルギー事業者間の連携促進
(６) 太陽光や風力、中小水力などの新エネルギー導入による地域活性化
(７) その他知事が広域的、先導的、横断的な取組として、特に認めるもの

（事業計画の審査）
第８条 知事は、事業計画の認定を行うための審査機関として、「一村一エネ」事業計画認定審

査委員会（以下、「審査委員会」という。）を設置する。
２ 審査委員会は、第６条の規定により提案された事業計画について審査し、認定が適当と
認められる事業計画を選考する。

３ 審査委員会の組織及び運営については、別に定める。

（事業計画の認定）
第９条 知事は、審査委員会により選考された事業計画を認定するものとする。
２ 知事は、前項の場合において必要があるときは、事業計画に修正を加えて認定を行うこ
とができる。

３ 知事は、１及び２の規定により事業計画を認定したときは、コンソーシアムに通知する
ものとする。

４ 事業計画の認定を受けたコンソーシアムは、前項の内容を交付申請を行う日までに構成
員である市町村のホームページにより公表するものとする。

（交付申請）
第10条 事業計画の認定を受けたコンソーシアムは、別に指定する期日までに、総合振興局長
等に対し補助金の交付申請をしなければならない。
２ 交付の申請に必要な書類は次のとおりとする。
(１) 補助金等交付申請書（経済第１号様式（平成25年北海道告示第10329-2号に定め

る様式をいう。以下「経済第○号様式」において同じ。））
(２) 事業計画書（経済第２号様式）
(３) 事業計画書（経済第４号様式）
(４) 補助金等交付申請額算出調書（経済第７号様式）
(５) 経費の配分調書（経済第10号様式）
(６) 事業予算書（経済第11号様式）



(７) 資金収支計画書（経済第23号様式）
(８) 納税対応状況申出書（別記第２号様式）
(９) 省エネルギー量及び新エネルギー導入量の算定に係る書類（任意様式）

３ 補助金の交付申請時に補助金に係る消費税等仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消
費税及び地方消費税額のうち消費税法（昭和63年法律第108号。以下「法」という。）に
規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額の63分の17に相
当する額を合計した金額に補助率等を乗じて得た額をいう。以下同じ。）がある場合には、
これを減額して申請するものとする。ただし、交付申請時において、補助金に係る消費税
等仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りではない。

（交付の条件）
第11条 補助金を交付する場合は、「補助金等に係る標準様式の設定について（昭和47年9月
2日付け局総第４５３号副出納長通達）」第１号様式に定める交付の条件のほか、次の条件を
付すものとする。
(１) 補助金の交付の決定を受けた補助対象事業の内容を変更するときは、あらかじめ、総合

振興局長等の承認を受けなければならない。ただし、その事業量又は事業費について、3
0パーセント未満の変更の場合（新たに補助対象となる構成事業を追加する場合及び補助
対象事業の一部を中止（廃止）する場合を除く。）はこの限りではない。

(２) 補助対象者は、補助対象事業に係る建設工事が完成したときは、速やかに工事完成届を
総合振興局長等に提出しなければならない。

(３) 補助対象者は、補助対象事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておくととも
に、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から５年間保存しなければならない。た
だし、第５号の規定により処分を制限された取得財産等がある場合は、当該処分制限期
間を経過することとなるまでの間、財産管理台帳、その他関係書類を整理・保管しなけ
ればならない。

(４) 総合振興局長等は、「一村一エネ」事業の目的の変更を伴う、又は、目的の達成に支障
を及ぼす重大な変更（構成事業の一部の中止又は廃止を含む。）により､「一村一エネ」
事業として補助対象事業の全部又は一部の継続の必要がなくなったと判断した場合には、
補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取り消しに係る部分に関し既に交
付された補助金があるときは、その返還を命ずることがある。

(５) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した50万円以上の財産については、補助
対象事業の完了の年の翌年から起算して10年以内で、かつ、「補助対象事業等により取
得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」（昭和53年8月5日付け通商産業省告示
第360号）で定める耐用年数を経過することとなるまで、総合振興局長等の承認を受け
ないでこの補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供し
てはならない。

(６) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後において
も善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければな
らない。

(７) (５)の総合振興局長等の承認を受けて財産を処分することにより、収入があった場合に
は、その収入の全部又は一部を道に納付させる場合がある。

(８) 前条第３項ただし書きに該当する場合にあっては、交付決定に当たり次の条件を付すも
のとする。

ア 補助対象者は、実績報告を行うに当たって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額
（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち法の規定により仕入れに
係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額の63分の17に相当する額を合計
した金額に補助率等を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、その金額が明
らかな場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

イ 補助事業者は、実績報告後に消費税及び地方消費税の確定申告により当該補助金に係
る消費税等仕入控除税額が確定した場合には､別記第3号様式によりその金額（実績報告
において､前項により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額）
を速やかに総合振興局長等に報告するとともに、当該金額を返還しなければならない。

（産業財産権等に関する報告等）
第12条 補助対象者は、補助対象事業に基づく発明、考案等に関して、特許、実用新案登録、
意匠登録、著作権等（以下、「産業財産権」という。）を補助事業実施年度又は補助事業実施
年度終了後５年以内に出願若しくは取得した場合、又はそれらを譲渡し、若しくは実施権を設
定した場合には、当該年度の終了後３０日以内に別記４号様式により総合振興局長等に報告し



なければならない。

（工事完成届）
第13条 補助対象者は、補助対象事業に係る建設工事が完成したときは、速やかに補助事業等
に係る工事完成届（経済第18号様式）を総合振興局長等に提出しなければならない。

（実績報告）
第14条 コンソーシアムは、補助対象事業の終了後、実績の報告を総合振興局長等にしなけれ
ばならない。
２ 実績の報告に必要な書類は次のとおりとする。
(１) 補助事業等実績報告書（経済第19号様式）
(２) 事業実績書（経済第２号様式）
(３) 事業実績書（経済第４号様式）
(４) 経費の配分調書（経済第10号様式）
(５) 補助金等精算書（経済第20号様式）
(６) 事業精算書（経済第22号様式）
(７) 省エネルギー量及び新エネルギー導入量の算定に係る書類（任意様式）

３ 第１項に規定する実績の報告は、補助対象事業の完了の日から起算して20日を経過した
日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の2月20日のいずれか早い日までに行う
ものとする。

（額の確定）
第15条 総合振興局長等は、前条の実績の報告を受けたときは、その内容を審査の上、適当と
認めたときは、補助額を確定し、当該報告を受けた日から20日以内に当該コンソーシアムの
代表者に通知する。

（事業の実施状況の報告）
第16条 補助対象者は、補助対象事業の完了年度の翌年度以降５年間、毎会計年度終了後30
日以内に、当該補助対象事業に係る過去１年間の事業実施状況などについて、別記第５号様式
により総合振興局長等に報告しなければならない。
２ 総合振興局長等は、必要に応じて、補助対象者に対して、前項の報告に係る資料の提出を
求め、現地調査をすることができる。

３ 補助対象事業者は第１項の報告に係る証拠書類を、当該報告書の内容に係る会計年度終了
後２年間保存しなければならない。

（収益納付）
第17条 総合振興局長等は、前条の報告書により、補助対象者に相当の収益が生じたと認める
ときは、補助対象者に対し、その収益の全部又は一部に相当する額を道に納付（補助金の確定
額の合計額を超えない範囲内に限る。）させることができる。

（報告及び公表）
第18条 コンソーシアムは、補助金の交付を受けた「一村一エネ」事業について事業報告を行
うこととし、その結果を事業の完了した日から75日を経過した日までに、別記第６号様式に
より、総合振興局長等に報告するとともに、構成員である市町村のホームページにより公表
するものとする。
２ 総合振興局長等は、第14条に規定する実績報告書のほか、前項の別記第６号様式に係る
報告を、本道における環境と持続的発展が両立する社会の実現に資する広報普及事業のた
め活用することができる。

（その他）
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。

附則
この要綱は、平成２２年６月２３日から施行する。
この要綱は、平成２３年７月２９日から施行する。
この要綱は、平成２４年６月１２日から施行する。
この要綱は、平成２５年４月 １日から施行する。
この要綱は、平成２６年４月 １日から施行する。


